
別紙４

運用支援および保守要件

１ システム保守

下記事項に係る保守・運用について十分なサポートが可能であ

ること。

(1) 誤 動 作に よ るデ ータ 喪 失時 のリ カ バリ

(2) 障 害 発生 時 の迅 速な 復 旧支 援

(3) 機 器 の障 害 切分 ・保 守

(4) そ の 他シ ス テム 保守 に かか る一 切 の障害切分、迅速な保守お

よびその手配

(5) そ の 他運 用 にお ける 負 担軽 減に 対 する積極的な対応

(6) 最 新 のシ ス テム を定 期 リリ ース（バ ージョンアップ）するこ

と。

(7) イ ン ス ト ー ル 作 業 が 発 生 す る 場 合 は 提 案 事 業 者 に よ り 通 常

の保守範囲内で作業を 実施すること。

(8) 制 度 改正 等 によ り、シス テム を 修正 する場合には、当市と提

案事業者で協議のうえ 対応すること。

(9) シ ス テム の バー ジョ ン アッ プ等 に より、マニュアルに変更が

生じた場合には、速や かに最新版を提供すること。

(10) シ ス テ ム お よ び 運 用 形 態 、 さ ら に 業 務 知 識 に 精 通 し た Ｓ Ｅ

に連絡が取れる体制を 整えること（平日９：００～１７：３０

は迅速に連絡が取れる こと）

(11) シ ス テ ム の 操 作 方 法 等 の 対 応 窓 口 と し て ヘ ル プ デ ス ク が 開

設されており、対応のレスポンスがよいこと。また、対応方法

としては、電話・ＦＡ Ｘ・メールによる対応がとれること。

(12) 経 理 面 に か か る サ ポ ー ト と し て 、 ｅ － ｌ ｅ ａ ｒ ｎ ｉ ｎ ｇ の

配信やセミナーの開催 等、定期的な発信ツールがあること。（年

１回は実施すること。）

(13) シ ス テ ム 障 害 時 の 対 応 だ け で は な く 、 公 営 企 業 会 計 に 精 通

した公認会計士による 業務的なサポ―トをおこなうこと。

(14) そ の 他 、 常 に 安 定 し て 稼 動 し 、 業 務 に 支 障 を 来 た す こ と の



無いよう定期的にシス テムを保守すること。

２ その他の保守

(1) 提 案 事業 者 は対 象シ ス テム およ び 機器等に、当市が他社ソフ

トの追加や機器増設を 希望する場合には、相談および支援を行

うものとする。

(2) 提 案 事業 者 は、シ ステ ム使 用 者（ 担 当者）が異動等により変

更された場合に、基本的な操作や運用方法の操作説明を適宜実

施すること。

(3) 提 案 事業 者 は、対 象シ ステ ム に対 し、法改正・制度改正によ

る改良、機能改善と追 加および性能の改善が施された場合には、

当市の要求に応じ、改良版及びそのマニュアルを提供すること。


